
令和２年第１７回教育委員会定例会会議録

１ 日 時 令和２年１１月２４日（火）１３：３０～１５：００

２ 会 場 教育委員会 会議室

３ 出席者 浅井教育長・萩原教育長職務代理者・小西委員・栗原委員・

西田委員・教育次長（管理担当）・教育次長（指導担当）・

管理課長・学校教育課長・生涯学習課長・体育振興課長・

人権教育推進室長



教育長 ： それでは、定刻が参りましたので、ただいまより令和２年第１７回相生

市教育委員会定例会を開会させていただきます。

議事録署名委員の指名を行います。西田委員を指名します。よろしくお

願いいたします。

西田委員： はい。

教育長 ： 次に、事務局出席職員の報告をお願いします。

管理課長： 両教育次長、各課長、書記としまして管理課副主幹が出席しております。

以上でございます。

教育長 ： 日程５、経過報告をお願いします。

教育次長（管理担当）：それでは、１０月２３日の教育委員会定例会以降の経過につ

きましてご報告させていただきます。資料の方をお開き願います。

（経過報告に基づき以下の事業について概要説明）

10/26 市内特別支援学級生活単元学習

10/27 相生市スポーツ顕彰(前期)表彰式
10/28 文化祭 菊花展(～11/9)

ケータイ・スマホ教室(矢中校区)
10/29 相生小学校、那波小学校自然学校(～30日)
10/31 東部公民館作品展(～1日)
11/1 市民武道（剣道）大会

11/10 双葉小学校自然学校(～3日)
11/2 双葉中学校文化祭(～3日)

文化祭 華道展・花の写真展

11/4 若狭野小学校、矢野小学校自然学校(～5日)
那波中学校トライやる･アクション(陸上自衛隊姫路駐屯地)
矢野川中学校文化祭

文化会館運営審議会

ケータイ・スマホ教室(相小・青小)
11/5 幼稚園 3歳児給食開始
11/7 若狭野多目的研修センター作品展(～8日)

相生市長杯サッカー大会

11/8 市民秋季卓球大会



11/10 中央小学校自然学校
青少年問題対策本部会

双葉中学校トライやる･アクション

11/11 ケータイ・スマホ教室(双中)
11/13 市民武道大会（少林寺）大会
11/14 那波中学校文化祭
11/14 相生公民館作品展(～15日)
11/15 文化祭 合唱祭

11/15 市民武道（空手）大会
11/16 第 2回教育支援委員会
11/17 コスモストーク（総合福祉会館）
11/18 ロータリークラブからの発達検査キット寄付受領
11/19 小学校修学旅行（京都、奈良方面）
11/19 市民冬季グラウンドゴルフ大会

教育長 ： 説明は終わりました。追加説明等ありますか。

管理課長 ： ありません。

教育長 ： それでは経過報告全体に亘って、何か質疑はありますか。

教育長 ： 質疑がないようですので、経過報告についてはご了承願います。

教育長 ： 日程６、議事に入ります。（１）報告事項、『ア 報告第５１号 令和２

年度相生っ子かがやき顕彰の受賞者の決定について』事務局より説明をお

願いします。

学校教育課長：（提出議案に基づき説明）

※説明の要旨： 令和２年度相生っ子かがやき顕彰の受賞者について報告

教育長 ： 説明は終わりました。本件について、何かご質疑はありませんか。

委 員 ： 文化芸術特別賞受賞者の方は、楽器は何を演奏されたのでしょうか。

学校教育課長 ： 箏になります。

教育長 ： 他にありませんか。それでは、本件については報告をご了承願います。



教育長 ： 次に、提出議案（その２）に移ります。（２）議決事項、『ア 議第１９

号 相生市立教育集会所の指定管理者の指定について』事務局より説明を

お願いします。

人権教育推進室長：（提出議案に基づき説明）

※説明の要旨：１２月議会に上程される相生市立教育集会所の指定管理者の指定につ

いて指定期間等を説明

教育長 ： 説明は終わりました。本件について、何かご質疑はありませんか。

教育長 ： 質疑はないようですので、議第１９号については原案どおり可決とし、

市長に対しては異議なしとして回答いたします。

教育長 ： 続きまして、『イ 議第２０号 令和２年度教育費補正予算（１２月）（案）

について』事務局より説明をお願いします。

管理課長：（提出議案に基づき説明）

※説明の要旨： 新型コロナウィルス感染症対策に係る令和２年度教育費補正予算

（１２月）（案）（小・中学校の体育館網戸設置、文化会館の無線 LAN
環境整備事業委託、図書館の感染予防等）及び相生市立教育集会所の

指定管理者に係る委託料の債務負担行為について説明

教育長 ： 説明は終わりましたが、ただいまの報告について、何かご質問等ござい

ませんでしょうか。

教育長 ： 文化会館の無線 LAN環境整備の詳細説明を願います。

生涯学習課長 ： LAN線は整備されておりますが、無線アクセスポイント等が未
整備でしたので、整備することで、市民の方がフリーWIFIを活用
することができるようになります。利用制限等については、今後検

討を進める予定です。

教育長 ： ご質疑はございませんでしょうか。それでは、議第２０号については原

案どおり可決とし、市長に対しては異議なしとして回答いたします。

教育長 ： 次に（３）協議事項に移ります。提出議案その２、ア『協議第６号 令

和３年度教育費当初予算要求の概要について』事務局より説明をお願いし

ます。



管理課長、学校教育課長、生涯学習課長、体育振興課長、人権教育推進室長：（提出

議案に基づき説明）

※説明の要旨： 令和３年度当初予算要求について、各課の主な内容を順次説明

教育長 ： 説明は終わりました。本件について、何かご質疑はありませんか。

教育長 ： 質疑はないようですので、協議第６号については原案どおりご承認いた

だいたものとして進めさせていただきます。

教育長 ： それでは、続きまして、その他に入ります。『ア 令和２年１０月分学

校事故発生状況報告、イ 令和２年１０月分不登校等の状況報告、ウ 小

中学校におけるいじめの現状報告』をまとめて報告願います。

学校教育課長： （提出資料に基づき説明）

教育長 ： 説明は終わりましたが、ただいまの報告について、何かご質問等ござい

ませんでしょうか。

教育長 ： 特にないようですので、そのようにご了承願います。

教育長 ： 次に『エ 相生市文化会館について』をお願いします。

生涯学習課長： 「相生市文化会館について」ご説明いたします。

資料をご覧願います。

はじめに、文化会館における４月以降の新型コロナウイルスの対応

について、ご説明させていただきます。

４月１２日に、兵庫県から外出自粛要請や休業要請などの緊急事態

措置が発令され、これらを受けまして、相生市新型コロナウイルス対

策本部の方針として、４月１４日から、緊急事態宣言が解除される５

月２１日までの約１ヶ月間、臨時休館としておりました。

その後、文化会館独自の「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイド

ライン」を作成し、マスクの着用や手指の消毒、来館者の検温、利用

者名簿の作成、利用人数の制限など、様々な感染予防対策を図りなが

ら、自主事業及び貸館業務を行っております。

それでは、１ページ 「令和２年度実施状況について」、の「（１）

自主事業について」でございますが、

ご覧のとおり、新型コロナウイルスの影響により中止とした事業で

すが、４月２５日、２６日の「Spring Culture Festival」、６月２７



日の「キヨヅカランド」、７月１８なぎさシネマの「ライオンキング」、

８月１日の「こどもフェスティバル neo」、また、令和３年１月３１
日に開催予定でした、劇団四季の「ジョン万次郎の夢」を中止してお

ります。

今年度につきましては、７月１８日の「なぎさシネマ」から自主事

業を再開し、１０月４日の「スタインウェイを弾こう」までが実施済

でございます。

今後の事業につきましては、１２月４日の「八代亜紀アコースティ

ックコンサート 2020」から３月１４日の 映画「二宮金次郎」ま

でを予定しております。

「北海道歌旅座」、映画「二宮金次郎」につきましては、５月の定

例教育委員会でご報告させていただいて以降に追加した催しであ

ります。

２ページをご覧ください。

「なぎさライブ」でございますが、こちらも新型コロナウイルスの

影響により中止しておりましたが、１０月１７日に本年度第１回目を

開催させていただいております。今後は、近隣地域の新型コロナウイ

ルスの感染の状況を見ながら判断いたしますが、偶数月に開催するこ

ととしております。

また、「なぎさ deマルシェ」ですが、こちらは、不特定多数の方が
会場を行き交い、ソーシャルディスタンスの確保や連絡先の確認等の

感染予防対策が難しいため、今年度は中止とさせていただいておりま

す。

次に２階展示コーナーについてはご覧のとおりとなっております。

現在は、相生市歴史民俗資料館特別展「唐端清太郎とあいおいの発展」

を１２月２１日まで展示しております。

この外に、昨年同様、１階エントランスホールで季節の飾りを行っ

ております。

３月にひな人形、５月に鯉のぼり、７月に七夕飾り、１０月にはハ

ロウィンの装飾を行いました。

現在、１２月のクリスマスの飾りを、学童保育の生徒さんに作成し

ていただいております。

３ページをご覧ください。

（２）利用状況について ご説明いたします。

９月３０日時点ではございますが、総使用件数が、６３１件、延べ

利用者７，５５１人となっております。

４ページをご覧ください。

（３）友の会入会状況について ですが、



９月３０日時点の友の会会員は ご覧のとおり、個人３７７件、フ

ァミリー９９件、グループ１１件、合計４８７件 となっております。

昨年度比約１０％の増となっております。

次に、「令和３年度事業計画（案）」について説明いたします。

ご覧のとおり、４月２４日、２５日の、「スプリング カルチャー フ

ェスティバル」から、１２月１８日の「なぎさシネマ」までの日程が

確定しております。

5月の「キヨヅカランド」につきましては、今年６月２７日に予定
しておりました公演を再度調整したものであります。

日程の調整中ではありますが、謎解きとクラシック音楽を合わせた

「音楽探偵バッハの事件録」、朗読劇「青空」につきましては、なぎ

さホールではこれまで開催したことがない、新たなジャンルの取り組

みになっております。

また、県民文化普及事業 ふれあいの祭典を平成 28年度の「邦楽祭
典」に続き、「合唱祭」を開催いたします。

「相生市文化会館について」は以上でございます。

教育長 ： 相生市文化会館の令和２年度の上期の実績と令和３年度の事業計画の説

明がありましたが、何かご質問等ございませんでしょうか。

教育長 ： 質疑はないようですので、本件についてはご了承願います。

次に、『オ １２月分行事予定報告』をお願いします。

各課長 ：（資料に基づき、主だったものを報告）

１２月の定例会は １２／２２（火）１５：００～

教育長 ： 説明は終わりました。ただいまの報告について何かご質問等ございませ

んか。

教育長 ： 質問はないようですので、そのように了承願います。

教育長 ： 次に『カ その他』について事務局何かありますか。

生涯学習課長 ： 相生市 PTA連絡協議会主催の、「PTCA活動実践発表会」の中止
についてご報告させていただきます。

１２月６日（日）の開催にむけて準備を進めておりましたが、去

る１１月１３日の理事会におきまして、新型コロナウィルス症が感

染拡大をしている現状をふまえ、協議の結果、「発表会」の中止を



決定させていただきました。

例年作成しております、実践冊子は予定どおり作成いたしますの

で、紙面での発表という形に変えさせてただきます。後日、冊子を

教育委員の皆様にお配りさせていたきますので、お目通しいただき

ければと思います。

以上、よろしくお願いいたします。

体育振興課長 ： 体育振興課より、コスモスマラソン大会及び相生湾ちびっ子駅伝

競争大会の中止についてご報告いたします。１１月２９日のコスモ

スマラソン大会及び１２月１３日相生湾ちびっ子駅伝競争大会を

予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症のリスクについ

て、相生市体育協会及び相生市陸上競技協会と協議の結果、スター

ト時の密集を避けることができないこと、沿道等の観戦者の管理が

難しいことから、本年度は、参加者及び関係者の安全確保の観点か

ら中止することに決定いたしましたので、ご報告いたします。

人権教育推進室長 ： 人権ふれ愛コンサートを１２月６日に実施いたします。開催

規模を２分の１とするなど、新型コロナウイルス感染症対策

をとり開催いたしますので、ご案内させていただきます。

管理課長： 配付資料の確認になります。

教育長 ： 他には何かありますか。

教育長 ： この際ですので、教育委員さんから何かございますか。

教育長 ： 特にないようですので、令和２年第１７回教育委員会定例会を閉会させ

ていただきます。どうも、ありがとうございました。

１５：００ 終了


